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ポイント解説 

 

 

 

国際会計基準審議会（以下「IASB」）は2024年9月19日に、公開草案「持分法―IAS第28号 関連会社及び共同
支配企業に対する投資（202X年改訂）」（以下「本公開草案」）を公表しました。 

本公開草案に対するコメント期限は、2025年1月20日です。 

 

 
本公開草案のポイント 

 

 

 IASBは、持分法の適用に関する実務上の多様性を減少させることを目的として、
IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の要求事項のうち、主に
以下に関連する要求事項の明確化・変更を提案しています。 

 認識及び当初測定 

 所有持分の変動 

 純損益及びその他の包括利益の取込み 

 関連会社又は共同支配企業との取引 

 減損の兆候 

 個別財務諸表 

 IASBは、IAS第28号の理解しやすさを向上させることを目的として、要求事項の
記載順序を並び替えることも提案しています。 

国際会計基準審議会、公開草案「持分法―IAS
第28号 関連会社及び共同支配企業に対する
投資（202X年改訂）」を公表 

ポイント解説│有限責任 あずさ監査法人 
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1. 本公開草案の背景 

IASB及びその前身機関である国際会計基準委員会（IASC）は、IAS第28号「関連会社及び
共同支配企業に対する投資」（以下「IAS第28号」）を1989年に初めて公表して以来、何度か
改訂を行ってきました。しかしながらIASBは、IAS第28号が具体的な要求事項を規定して
いない、または、他のIFRS®会計基準と矛盾する要求事項を含んでいることによって、持分
法の適用方法に関して実務上の多様性が生じていると考えています。IASBは今回、長年に
わたり受けてきた質問に基づいて、持分法の適用方法を明確化する本公開草案の限定的な
改訂提案によって実務上の多様性を減少させることを目指しています。 

なお、IAS第28号は当初の公表以来段階的に新たな要求事項が追加され、また、既存の要求
事項も修正されてきましたが、その構成はほとんど変更されていません。そのため、本公
開草案の公表にあたり、IAS第28号の理解しやすさを向上させるために、要求事項をトピッ
クごとに再編成した上で記載順序を並び替えることも提案しています。 

 

2. 本公開草案の概要 

以下に、本公開草案で提案されている主な内容を要約したものを示しています。なお、本
文中の基準の参照は、「本」を付したものは本公開草案での項番号を指し、「本」を付して
いないものは現行のIFRS会計基準の項番号を指しています。 

（1）IAS第28号の要求事項の明確化 

① 認識及び当初測定 

本公開草案は、現行IAS第28号の認識及び当初測定に関する要求事項を明確化するため
に、主に以下の提案をしています。 

(i) 関連会社又は共同支配企業の取得原価を、移転される対価の公正価値（以前に保有
していた所有持分の公正価値を含む）で測定する（本IAS第28号第22項、Appendix 

A） 

(ii) 条件付対価は移転する対価の一部とし、公正価値で測定する（本IAS第28号第26項、
Appendix A） 

(iii) 関連会社又は共同支配企業の投資の帳簿価額には、当該関連会社又は共同支配企業
の識別可能資産及び負債の公正価値に対する持分（関連する税効果の影響を含む）
を含める（本IAS第28号第23項） 

(iv) (i)の関連会社又は共同支配企業の取得原価と、(iii)の当該関連会社又は共同支配企
業の識別可能資産及び負債の公正価値に対する持分（関連する税効果の影響を含
む）の差額は、のれんであれば投資の帳簿価額に含め、割安購入益であれば純損益
で認識する（本IAS第28号第24項～第25項） 

また、条件付対価について認識された金額、金額の変動、結果の範囲に係る見積りなどを
開示することが提案されています（本IFRS第12号第23A項）。 
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② 所有持分の変動 

本公開草案は、持分法を適用している関連会社又は共同支配企業について、重要な影響
力又は共同支配を保持したまま追加の持分を取得する（支配を獲得しない）場合の要求
事項を明確化するために、主に以下の提案をしています。 

(i) 関連会社又は共同支配企業の投資の帳簿価額に、当該関連会社又は共同支配企業の
識別可能資産及び負債の公正価値に対する追加持分（関連する税効果の影響を含
む）を加える（本IAS第28号第30項） 

(ii) 移転された対価の公正価値と、関連会社又は共同支配企業の識別可能資産及び負債
の公正価値に対する追加持分（関連する税効果の影響を含む）との差額は、のれん
であれば投資の帳簿価額に含め、割安購入益であれば純損益で認識する（本IAS第
28号第24項～第25項） 

本公開草案は、持分法を適用している関連会社又は共同支配企業について、重要な影響
力又は共同支配を保持したまま持分の一部を処分する場合の要求事項を明確化するため
に、主に以下の提案をしています。 

(i) 処分された部分は、投資の帳簿価額の割合として測定する（本IAS第28号第32項）。
例えば、過去に複数回にわたって投資を段階的に取得していた場合、処分の割合を
投資の全体に対して乗じる（総平均法のような方法） 

(ii) 受け取った対価と処分した部分との差額を純損益として認識する（本IAS第28号第
32項） 

また、所有持分のその他の変動（例えば、希薄化）から生じる利得又は損失を開示するこ
とを提案しています（本IFRS第12号第21(d)項）。 

③ 純損益及びその他の包括利益の取込み 

現行IAS第28号は、持分法を適用する関連会社又は共同支配企業の包括利益（純損益とそ
の他の包括利益の合計）に対する持分を認識することを企業に要求しています。ただし、
企業の持分がゼロまで減少した場合には、追加損失に対する法的又は推定的義務を負っ
ていない限り、その持分を認識しません。 

本公開草案は、純損益に対する持分とその他の包括利益に対する持分を区別して認識す
るという明確化の提案をしています（本IAS第28号第51項）。例えば、投資の帳簿価額を
ゼロまで減額したあとに、関連会社の純損益に対する企業の持分が▲200（損失）、その
他の包括利益に対する持分が50（利益）の場合、企業は▲50の損失を認識し、50のその
他の包括利益を認識します。 

 

（2）IAS第28号の要求事項の変更 

 関連会社又は共同支配企業との取引 

現行IAS第28号の第28項は、企業が関連会社又は共同支配企業との間で行う取引から生
じる利得又は損失を、当該関連会社又は共同支配企業に対する関連のない投資者の持分
の範囲でのみ認識することを求めています。例えば、企業が関連会社の25％を所有して
いる場合、その関連会社に資産を売却すると、企業は売却益のうち75％を認識します。 
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一方、IFRS第10号「連結財務諸表」では、子会社の支配を喪失した場合には利得又は損失を
全額認識することが要求されていることから、企業が関連会社に子会社を売却した場合、
現行IAS第28号における利得又は損失の部分認識の要求事項は、IFRS第10号における
利得又は損失の全額認識の要求事項と矛盾することとなってしまうという点が、従前から
問題となっていました。このような問題点も踏まえながら、本公開草案では、IAS第28号
において、企業は子会社売却を含むすべての関連会社又は共同支配企業との取引に係る
利得又は損失を全額認識するように変更することを提案しています（本IAS第28号第53

項）1。 

また、ダウンストリーム取引から生じる利得又は損失の金額を開示することも提案して
います（本IFRS第12号第21項）。 

 

（3）その他 

① 減損の兆候 

現行IAS第28号は、関連会社又は共同支配企業への投資が減損している可能性があるかど
うかを評価することを要求しており、投資が減損している可能性があることを示す証拠
（減損の兆候）がある場合、IAS第36号「資産の減損」の要求事項を適用して減損テスト
を行うことを求めています。 

本公開草案は、減損の兆候の1つとして現行IAS第28号が第41C項で挙げていた「投資の
公正価値が取得原価を下回る著しいか又は長期にわたる下落」について、「取得原価」の
記載を「帳簿価額」に置き換えることを提案しています。さらに、「著しいか又は長期に
わたる下落」への言及を削除し、「投資の公正価値が帳簿価額を下回る場合」とする提案
をしています（本IAS第28号第57項）。これらは、この兆候が古い金融商品会計基準に由
来するものであることなどを踏まえ、改めて必要な見直しを提案するものです（本IAS第
28号結論の根拠BC97項～BC103項）。 

このほか、IAS第28号の要求事項を再編成し、その文言をIAS第36号の要求事項に合わせ
ることが提案されています（本IAS第28号第57項）。 

なお、持分の追加取得のために支払われた金額又は持分の一部売却によって受け取った
金額から、投資の公正価値が帳簿価額を下回ることを示唆する情報が得られた場合、減
損の兆候になることを示すガイダンスの追加も提案されています（本IAS第28号第57項
(h)）。 

② 個別財務諸表 

IAS第27号「個別財務諸表」は、企業が個別財務諸表を作成する場合に、子会社、関連会
社又は共同支配企業に対する投資に対して持分法の適用の選択を認めています（IAS第27

号第10項）。 

そのため、本公開草案の提案は、個別財務諸表において子会社への投資に持分法の適用
を選択している場合にも適用されることになります。 

 

1  IASBはこの会計処理案を提示する根拠の1つとして、関連会社又は共同支配企業は子会社とは異なりグループ企業の範囲に入らないこと
を踏まえると、取引から生じた利益の一部を消去しなければならない理由が明確でないという点を挙げています（本IAS第28号結論の根拠
BC70項～BC80項）。 
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ポイント解説 

3. 発効日及び経過措置 

本公開草案に基づいて改訂される、IAS第28号をはじめとするIFRS会計基準の発効日は、
本公開草案に寄せられるコメントを踏まえて決定されます。IAS第28号の改訂については、
適用日以降、将来に向けて適用することが提案されています。ただし、以下の点などの例
外があります（本IAS第28号第C3項）。 

• 本稿「2.(1)①認識及び当初測定」のうち条件付対価 

適用日前における条件付対価が存在する場合には、本IAS第28号第26項に従って条件
付対価を分類し、適用日の関連会社又は共同支配企業に対する投資の帳簿価額を適用
日時点のそれぞれの公正価値に基づいて調整しなければならないとされています（本
IAS第28号第C6項）。 

• 本稿「2.(2)関連会社又は共同支配企業との取引」 

本IAS第28号第53項（関連会社又は共同支配企業との取引から生じる利得又は損失を
全額認識）については遡及適用が求められ、適用日において従前に制限されていた利
得又は損失を利益剰余金の期首残高として認識しなければならないとされています
（本IAS第28号第C4項）。 

本公開草案に対するコメント期限は、2025年1月20日です。 

IASBは、本公開草案に対して寄せられるコメントへの対応を審議したうえで、IAS第28

号等の今回の改訂版を最終化する予定です。 
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